
令和３年度近江八幡市都市計画審議会 委員 

※敬称略 

議席 氏 名 所 属 議席 氏 名 所 属 

１ 秋村田津夫 近江八幡商工会議所 ８ 岡 井 有 佳 立命館大学 

２ 淺田壌太郎 近江八幡市土地改良団体協議会 ９ 森 原 陽 子 近江八幡市議会 

３ 熊 木 喜 一 近江八幡市農業委員会 １０ 冨 士 谷 英 正 近江八幡市議会 

３ 小 川  孝 弘 
近江八幡市農業委員会 

令和４年３月２１日～ 
１１ 岡 田  彦 士 近江八幡市議会 

４ 山 岸 裕 幸 近江八幡市連合自治会 １２ 小 川  広 司  近江八幡市議会 

５ 安田惣左衞門 近江八幡市まちづくり協議会連絡会 １３ 平 松 良 哉 東近江土木事務所長 

６ 轟  慎 一 滋賀県立大学 １４ 安 倍 映 子 市民代表 

７ 萩 原  和 滋賀県立大学 １５ 岡田さよ子 市民代表 

会   長 ６番委員 轟  慎 一  会長職務代理者 ７番委員 萩 原  和  

任期：令和２年７月２２日～令和４年３月３１日 

 

令和３年度近江八幡市都市計画審議会 審議概要一覧 

回 日時・場所 内   容 

54 令和 3年 5月 26日(水) 

9:27～11:26 

安土町総合支所 3階議員控室 

1) 近江八幡八日市都市計画地区計画の決定について 

概要：池田本町下池田町地区計画の決定 

   既存集落型、幹線道路沿道型（非住居）地区計画の

決定 

結果：意見を付して都市計画の決定に同意する。 

 

2) 近江八幡八日市都市計画地区計画案の作成について 

概要：国道 8号友定町西浦活性化地区計画案の作成 

     区域に隣接する既存施設の活用及び未利用地の一体

利用を図るための地区計画案の作成 

結果：都市計画変更案の作成に同意する。 

 

※ 報告事項  

近江八幡市都市計画マスタープランの改定及び立地適正

化計画の作成について、一定の周知期間を設けて運用開始

を図ります。 

55 令和 3年 8月 2日(月) 

9:30～10:49 

安土町総合支所 3階議員控室 

1) 近江八幡八日市都市計画地区計画の決定について 

概要：国道 8号友定町西浦活性化地区計画の決定 

     区域に隣接する既存施設の活用及び未利用地の一体

利用を図るための地区計画の決定 

結果：都市計画の決定に同意する。 
 

 

 



56 令和 3年 10月 29日（金） 

9:30～11:00 

安土町総合支所 3階議員控室 

1）近江八幡八日市都市計画地区計画案の作成について 

概要：国道８号上田町行司殿活性化地区計画案の作成 

   幹線道路沿道型（非住居）地区計画案の作成 

結果：都市計画案の作成に同意する。 

 

2）近江八幡八日市都市計画地区計画案の作成について 

概要：県道２号西庄町黒橋活性化地区計画案の作成 

   幹線道路沿道型（非住居）地区計画案の作成 

結果：意見を付して都市計画案の作成に同意する。 

57 令和 4年 1月 12日(水) 

9:30～0:05 

安土町総合支所 3階議員控室 

1）近江八幡八日市都市計画地区計画の決定について 

概要：国道８号上田町行司殿活性化地区計画の決定 

   幹線道路沿道型（非住居）地区計画の決定 

結果：都市計画の決定に同意する。 

 

2） 近江八幡八日市都市計画地区計画の決定について 

概要：県道２号西庄町黒橋活性化地区計画の決定 

   幹線道路沿道型（非住居）地区計画の決定 

結果：都市計画の決定に同意する。 

 

3） 近江八幡八日市都市計画地区計画変更案の作成について 

概要：安土循環型生活圏整備地区地区計画変更案の作成 

   市街化区域 

結果：意見を付して都市計画変更案の作成に同意する。 

 

4）小舟木エコ村地区計画区域内におけるエコハウス資料館の用

途の変更を行うにつき、同意を求めることについて 

  概要：エコハウス資料館の用途の変更を行うことの同意。 

  結果：継続審議 

  

※ 報告事項 

   都市計画法第３４条第１１号及び第１２号指定区域の変

更について 

   滋賀県都市計画基本方針の策定について 

58 令和 4年 3月 24日(木) 

9:30～11:30 

安土町総合支所 3階第 2委員会室 

1） 近江八幡八日市都市計画地区計画の変更について 

概要：安土循環型生活圏整備地区地区計画の変更 

   市街化区域 

結果：都市計画の変更に同意する。 

2）近江八幡八日市都市計画地区計画変更案の作成について 

  概要：東町ひての木地区計画変更案の作成 

     既存集落型地区計画変更案の作成 

  結果：都市計画変更案の作成に同意する。 

3）近江八幡八日市都市計画地区計画の変更について 



  概要：武佐町吉ヶ藪地区計画の変更 

     既存集落型地区計画の変更 

（地区計画の名称に係る文字を登記の表記に合わせる変更） 

  結果：都市計画の変更に同意する。 

 

※ 報告事項 

   市街化調整区域における地区計画制度の運用に関する基

本的な考え方（仮称）について 

   都市計画法第３４条第１１号及び第１２号指定区域の変

更について 

 


